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章	

歴
史
と
文
化
交
渉
か
ら
考
え
る
北
米
先
住
民
族
の
宗
教
と
神
話
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初
め
に

本
書
は
、
宗
教
史
学
研
究
の
観
点
か
ら
、
北
米
先
住
民
族
の
社
会
（T
he Indigenous Peoples of N

orth A
m

erica

）
を
舞
台

に
、
歴
史
と
文
化
交
渉
の
中
で
宗
教
と
神
話
が
い
か
な
る
意
義
を
持
つ
か
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。1

宗
教
史
学
研
究
に
お
い

て
は
、
特
定
の
宗
教
伝
統
の
中
で
、
時
系
列
的
に
前
後
の
影
響
を
考
察
す
る
通
時
的
な
考
察
が
基
本
的
な
観
点
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
後
の
時
代
の
人
々
が
、
前
の
時
代
か
ら
継
承
さ
れ
て
き
た
教
義
、
伝
承
、
規
則
、
習
慣
等
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
り
、
評
価
し
て
き

た
か
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
伝
統
と
ど
の
よ
う
に
交
渉
し
て
き
た
か
が
重
要
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
個
別
の
歴
史
状
況
に
生

き
て
い
る
人
々
は
、
同
時
代
の
影
響
の
中
で
も
生
活
を
し
て
お
り
、
共
時
的
な
観
点
も
宗
教
史
学
研
究
に
お
い
て
は
必
要
で
あ
る
。
制

度
化
さ
れ
た
宗
教
集
団
の
場
合
に
は
、
社
会
と
の
関
係
、
他
の
宗
教
集
団
と
の
関
係
、
技
術
・
経
済
状
況
と
の
関
係
な
ど
も
重
要
と

な
っ
て
く
る
。
先
住
民
族
（
こ
こ
で
は
少
数
民
族
を
含
む
）
の
場
合
は
、
場
所
に
よ
っ
て
は
、
他
の
先
住
民
族
や
部
族
と
の
婚
姻
関
係

や
経
済
関
係
が
重
要
に
な
る
し
、
周
辺
の
強
国
・
帝
国
と
の
関
係
、
近
代
以
降
は
国
家
や
国
家
の
中
の
多
数
派
と
の
関
係
も
重
要
と
な

る
。
特
に
、
一
六
世
紀
以
降
の
先
住
民
族
社
会
で
は
、
西
洋
諸
国
に
よ
る
植
民
地
主
義
、
征
服
、
虐
殺
、
支
配
、
搾
取
な
ど
の
政
治

的
・
軍
事
的
状
況
を
、
共
時
的
に
重
要
な
条
件
と
し
て
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
植
民
地
主
義
に
よ
る
侵

略
、
征
服
、
虐
殺
等
を
経
験
し
た
非
西
洋
社
会
の
先
住
民
族
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
は
、
過
去
の
特
殊
な
時
点
に
お
け
る
出
来

事
の
経
験
だ
け
で
は
な
く
、
後
の
世
代
に
と
っ
て
も
苦
難
の
記
憶
と
再
生
の
試
み
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。

ウ
ィ
ル
フ
レ
ッ
ド
・
C
・
ス
ミ
ス
（W

ilfred C
antw

ell Sm
ith

）
は
、
西
洋
で
形
成
さ
れ
た
概
念
と
し
て
の
宗
教
を
非
西
洋
社

会
に
用
い
る
に
は
、
そ
の
内
容
を
「
歴
史
的
に
累
積
す
る
伝
統
（accum

ulated tradition

）
と
男
性
・
女
性
の
個
人
的
な
信
仰

（the personal faith of m
en and w

om
en

）」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
。2

ス
ミ
ス
の
比
較
宗
教
学
は
聖
典
に
焦
点
を
当
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て
て
い
た
た
め
、
北
米
で
教
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
米
先
住
民
族
の
宗
教
は
そ
の
比
較
宗
教
学
的
研
究
の
対
象
に
含
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
が
、
歴
史
的
に
蓄
積
す
る
伝
統
と
い
う
観
点
は
、
北
米
先
住
民
族
の
宗
教
研
究
に
も
当
て
は
ま
る
。
た
だ
し
、
北
米
先
住

民
族
の
宗
教
に
お
い
て
は
、
非
宗
教
的
領
域
に
お
け
る
歴
史
的
経
験
も
蓄
積
し
た
伝
統
と
し
て
の
意
義
を
持
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
植

民
地
主
義
下
に
お
け
る
先
住
民
族
と
西
洋
人
と
の
共
時
的
な
歴
史
経
験
を
経
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
カ
ナ
ダ
と
い
う
国
家
の
枠
内
に

取
り
込
ま
れ
て
か
ら
の
共
時
的
な
歴
史
経
験
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

北
米
先
住
民
族
の
歴
史
を
通
じ
て
起
き
る
こ
れ
ら
の
出
来
事
の
、
そ
の
共
時
的
な
文
化
接
触
の
場
で
は
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
文
化

間
交
渉
（C

ross C
ultural N

egotiation, N
egotiation in C

ross-C
ultural Situations

）
と
い
う
問
題
が
起
き
る
。
本
書
で
は
、

こ
の
共
時
的
な
相
互
関
係
の
中
で
の
文
化
的
要
素
の
交
流
を
文
化
交
渉
と
い
う
概
念
で
捉
え
、
北
米
先
住
民
族
の
宗
教
史
の
研
究
に
取

り
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。3

そ
し
て
、
本
書
で
は
、
文
字
化
さ
れ
た
神
話
テ
ク
ス
ト
を
こ
の
文
化
交
渉
の
歴
史
的
産
物
と
み
な

し
、
そ
れ
ら
の
神
話
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
、
民
族
学
的
・
人
類
学
的
研
究

が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
、
先
住
民
族
の
神
話
伝
承
が
多
数
、
文
字
化
さ
れ
、
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
口
承
伝
承
社
会
の
先
住
民

族
の
神
話
が
文
字
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
歴
史
的
文
化
交
渉
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

北
米
先
住
民
族
が
置
か
れ
て
き
た
歴
史
状
況
は
、
様
々
な
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
植
民
地
時
代
に
も
た
ら
さ
れ
た

疫
病
や
植
民
者
、
定
住
者
と
の
衝
突
と
戦
争
、
先
住
の
地
か
ら
の
強
制
的
排
除
、
法
律
上
の
差
別
、
虐
殺
、「
西
部
開
拓
時
代
」
の
東

部
か
ら
西
進
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
ア
メ
リ
カ
人
と
の
戦
、
同
化
政
策
、
寄
宿
学
校
と
失
わ
れ
た
世
代
等
、
様
々
な
問
題
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
き
た
。
歴
史
研
究
で
は
先
住
民
族
側
が
戦
に
敗
れ
た
、
虐
殺
の
犠
牲
に
あ
っ
た
と
い
う
事
例
に
着
目
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、

他
方
、
通
常
の
歴
史
研
究
で
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
い
、
先
住
民
族
側
か
ら
の
宗
教
的
応
答
に
は
、
宗
教
的
創
造
性
に
溢
れ
る
事
例
が

多
々
あ
る
。
様
々
な
預
言
者
運
動
や
ま
だ
十
分
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
ゴ
ー
ス
ト
・
ダ
ン
ス
も
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
通
常
は
宗
教

的
と
は
さ
れ
な
い
領
域
に
お
け
る
先
住
民
族
の
歴
史
的
行
動
に
宗
教
的
意
義
を
見
出
す
研
究
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ジ
ョ
エ
ル
・
W
・
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マ
ー
テ
ィ
ン
（Joel W

. M
artin

）
が
一
九
世
紀
初
め
の
マ
ス
コ
ギ
ー
の
反
乱
を
、
マ
ス
コ
ギ
ー
の
先
住
民
族
宗
教
の
伝
統
の
中
に
位

置
付
け
、
解
釈
し
よ
う
と
し
た
研
究
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。4

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
・
カ
ナ
ダ
か
ら
の
差
別
、
同
化
へ
の

圧
迫
、
虐
待
、
圧
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
継
承
、
保
持
、
再
創
造
し
て
い
る
豊
か
な
宗
教
伝
統
も
数
多
く
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
伝
統
の

一
つ
に
神
話
・
伝
承
が
あ
る
。
し
か
も
、
口
承
伝
承
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
神
話
・
伝
承
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
北
米
大
陸
の
そ
の
広
さ

に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
様
々
な
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
北
米
先
住
民
族
の
歴
史
研
究
者
で
あ
る
デ
ヴ
ォ
ン
・
A
・
ミ
ヘ
ス
ア
（D

evon 

A
. M

ihesuah
）
が
、
先
住
民
族
と
外
部
の
研
究
者
の
間
に
あ
る
諸
関
係
を
問
題
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
う
な
ら
ば
、5

本
書
は
、

（
一
）
外
部
の
人
間
に
よ
っ
て
文
字
化
さ
れ
た
先
住
民
族
の
宗
教
・
神
話
・
伝
承
（
歴
史
資
料
、
民
族
学
誌
等
）
を
、
口
承
伝
統
文
化

で
あ
る
先
住
民
族
社
会
と
文
字
文
化
の
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
社
会
と
の
間
に
起
き
た
文
化
交
渉
の
産
物
と
し
て
見
な
し
、（
二
）
宗
教

学
の
観
点
に
文
化
接
触
、
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
、
文
化
交
渉
と
い
っ
た
問
題
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、（
三
）
非
先
住
民
族
出
自
の
研

究
者
で
あ
る
筆
者
が
、
北
米
先
住
民
族
の
宗
教
・
神
話
・
伝
承
を
歴
史
に
位
置
付
け
、
そ
れ
ら
の
意
義
の
解
釈
を
試
み
よ
う
と
す
る
研

究
で
あ
る
。

最
初
に
、
先
住
民
族
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。
二
〇
〇
七
年
に
採
択
さ
れ
た
「
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す

る
国
連
宣
言
」
に
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
反
対
し
た
が
、
本
書
で
は
、
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
と
カ
ナ
ダ
に
居
住
す
る
諸
少
数
民
族
も
先
住
民
族
に
含
む
と
い
う
立
場
を
取
る
。
こ
の
「
先
住
民
族
（the Indigenous 

People

）」
と
い
う
概
念
を
巡
る
議
論
は
、
以
下
に
お
い
て
も
取
り
上
げ
る
が
、
か
つ
て
は
北
米
に
お
い
て
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
呼
ば

れ
て
い
た
人
々
を
示
す
概
念
と
し
て
用
い
る
。
今
日
、
カ
ナ
ダ
で
は
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ピ
ー
プ
ル
と
い
う
呼
び
名
が
用
い
ら
れ
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
で
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
と
い
う
名
称
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。
ま
だ
稀
に
で
は
あ
る
が
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
い

う
呼
称
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
カ
ナ
ダ
と
い
う
国
家
に
対
し
て
は
、
先
住
民
族
と
い
う
一
つ
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
で
ま
と
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
先
住
民
族
の
間
に
も
多
様
性
が
あ
り
、
各
々
が
独
自
の
歴
史
と
宗
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教
的
伝
統
を
持
ち
、
政
治
的
に
も
各
部
族
が
独
自
の
主
権
を
主
張
し
て
き
て
い
る
と
い
う
点
は
考
慮
し
た
い
。
他
方
で
は
、
こ
れ
ら
の

社
会
に
お
け
る
多
数
派
か
ら
す
れ
ば
、
先
住
民
族
は
少
数
民
族
集
団
の
一
つ
で
あ
る
が
、
北
米
先
住
民
族
は
、
他
の
移
民
と
し
て
き
た

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
は
、
そ
の
歴
史
的
経
験
も
、
ア
メ
リ
カ
国
家
、
社
会
と
の
関
係
も
異
な
る
。

た
と
え
ば
、
各
先
住
民
族
が
植
民
地
時
代
か
ら
英
国
と
条
約
を
結
ん
だ
と
い
う
歴
史
が
示
す
通
り
、
こ
れ
ら
の
諸
先
住
民
族
が
、
個

別
の
主
権
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
成
立
、
カ
ナ
ダ
連
邦
の
成
立
の
過
程
で
、
諸
先
住

民
族
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
カ
ナ
ダ
の
国
家
制
度
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
保
留
地
と
い
う
境
界
の
あ
る
区
域
に
そ
の
主
権
は
限
定
さ
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
カ
ナ
ダ
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
、
諸
先
住
民
族
の
地
位
を
自
国
の
国
内
法
で
規
定
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
住
民
族
の
主
権
の
主
張
は
、
カ
ナ
ダ
や
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い
う
主
権
国
家
内
の
主
権
と
い
う
位
置
づ
け
で

あ
る
が
、
し
ば
し
ば
、
そ
の
主
権
は
蔑
ろ
に
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
背
景
と
し
て
、
諸
先
住
民
族
が
彼
ら
自
身
の
主
権
を

保
持
し
、
主
張
し
て
い
る
と
い
う
点
は
今
日
で
も
重
要
で
あ
る
。

さ
て
、
本
書
の
テ
ー
マ
か
ら
、
神
話
物
語
の
中
に
歴
史
的
事
実
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の

で
は
と
、
受
け
止
め
る
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
上
記
に
書
い
た
よ
う
に
、
そ
う
で
は
な
い
。
歴
史
学
的
な
意
味
に
お
け
る
歴

史
状
況
に
宗
教
・
神
話
テ
ク
ス
ト
を
位
置
付
け
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
意
義
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
本
章
で
は
、
本
書
の
出
発
点
と
し
て
、
第
一
に
、
北
米
先
住
民
族
に
お
け
る
宗
教
と
神
話
に
つ
い
て
、
第
二
に
、
先
住
民
性

に
つ
い
て
、
第
三
に
、
文
化
交
渉
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
北
米
先
住
民
族
に
お
け
る
宗

教
と
神
話
に
つ
い
て
は
、
第
一
節
で
先
住
民
族
に
お
け
る
宗
教
と
神
話
の
関
係
を
、
第
二
節
で
神
話

―
聖
な
る
物
語
と
い
う
問
題
を
、

そ
れ
ぞ
れ
論
ず
る
。
第
二
の
先
住
民
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈
と
先
住
民
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
第
四

節
で
「
先
住
民
性
」
概
念
の
問
題
点
を
、
そ
し
て
、
第
五
節
で
先
住
民
性
の
異
種
混
淆
性
と
液
状
化
と
い
う
三
つ
の
問
題
点
に
分
け
て

考
察
す
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
文
化
交
渉
に
つ
い
て
は
、
第
六
節
で
文
化
接
触
か
ら
文
化
交
渉
へ
と
い
う
問
題
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
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と
思
う
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
概
略
的
に
論
じ
た
い
。




